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（１）建設工事等から発生する廃棄物
　工作物の建設工事や解体工事からは次のように様々な廃棄物等が排出されます。それぞれの性状に応

じてできるだけ再生利用を図り、また、処分するものは処理基準に従って適切に処分しましょう。
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特別管理産業廃棄物

建設発生土

有 価 物

港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂、その他これに類するもの

土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの

金属スクラップ等他人に有償で売却できるもの

現場事務所における設計図書、新聞、雑誌等、除草作業等で発生する刈草剪定枝葉

分 類 現 場 か ら 排 出 さ れ る 産 業 廃 棄 物 の 例
※ 廃プラスチック類 廃発泡スチロール等梱包材、廃ビニール、合成ゴムくず、廃タ

イヤ、廃シート類、廃合成樹脂建材等
※ ゴ ム く ず 天然ゴムくず
※ 金 属 く ず 鉄骨鉄筋くず、金属加工くず、足場パイプ、保安塀くず、廃缶類等
※ ガ ラ ス く ず、 コ
ンクリートくず
及び陶磁器くず

ガラスくず、タイル衛生陶器くず、耐火レンガくず
コンクリートくず（工作物の新築、改築又は除去に伴って生じ
たものを除く）等

※ が れ き 類 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破
片、その他これに類する不要物
①コンクリート破片
②アスファルト・コンクリート破片
③レンガ破片

汚 泥 含水率が高く微細な泥状の掘削物
掘削物を標準ダンプトラックに山積みできず、またその上を人
が歩けない状態（コーン指数がおおむね200kＮ／㎡以下または
一軸圧縮強度がおおむね50kＮ／㎡以下）
（具体的には場所打杭工法・泥水シールド工法等で生ずる廃泥
水、廃ベントナイト泥等）

木 く ず 工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる木くず（具体的に
は型枠、足場材等、内装・建具工事等の残材、抜根・伐採材、
木造解体材等）

紙 く ず 工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる紙くず（具体的に
は、包装材、段ボール、壁紙くず等）

繊 維 く ず 工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる繊維くず（具体的
には廃ウエス、縄、ロープ類、畳等）

廃 油 防水アスファルト、アスファルト乳化剤等の使用残さ、タール
ピッチ類、廃潤滑油等

廃 油 揮発油類、灯油類、軽油類

廃ＰＣＢ等及び
Ｐ Ｃ Ｂ 汚 染 物

変圧器・コンデンサー等、安定器及び汚染物

廃 石 綿 等 飛散性アスベスト廃棄物
・吹き付け石綿を除去した物
・石綿、けいそう土、パーライト保温剤、耐火被覆材等を除去した物
・石綿除去工事に用いられた養生シート、防塵マスク等

※�安定型最終処分場に持ち込みが可能な品目。ただし、廃石膏ボード、廃ブラウン管の側面部（以上「ガラスくず」、
「コンクリートくず及び陶磁器くず」）、鉛蓄電池の電極、鉛製の管又は板（以上「金属くず」）、廃プリント配線板
（鉛を含むはんだを使用したもの：「廃プラスチック類」、「金属くず」）、廃容器包装（有害物質が混入・付着したも
の：「廃プラスチック類」、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」、「金属くず」）を除く。

建設業関係の廃棄物
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　⑴�　「石綿含有産業廃棄物」とは、石綿を含む産業廃棄物のうち、特別管理産業廃棄物である「廃石綿等」を

除き、「工作物（建築物を含む。）の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石綿をその重

量の０．１％を超えて含有するもの」です。

　⑵�　「石綿含有産業廃棄物」は、従来から2０種類ある産業廃棄物の種類に新たに追加されたものではなく、�

「がれき類」や「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」等に分類されます。

　　　したがって、マニフェスト等には、例えばがれき類（石綿含有産業廃棄物）と表示してください。

　⑴　排出・保管等

　　○　排出する際には、飛散防止、作業員等のばく露防止に留意すること。

　　○　他の産業廃棄物と区分して保管し、排出すること。

　　○　保管を行う場合は、以下の措置を講じること。

　　　ア　石綿含有産業廃棄物を保管している旨を記載した掲示板を設けること。
　　　イ　他の物と混合するおそれがないように仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
　　　ウ　シートで覆うこと、梱包すること等飛散の防止のために必要な措置を講ずること。
　　○　破砕のみの委託を行わないこと。

　　○　帳簿には石綿含有産業廃棄物に係る記載を行うこと。

　　○　石綿含有産業廃棄物を取り扱う場合には、マニフェスト及び委託契約書に石綿含有産業廃棄物が含まれ

る旨を記載すること。

　⑵　収集運搬

　　○　石綿含有産業廃棄物を破砕することのないよう、パッカー車及びプレスパッカー車への投入を行わない

こと。

　　○　他の物と混合しないように仕切りを設ける等必要な措置を講じること。

　　○　飛散しないように梱包し、又はシートで覆う等の措置を講じること。

　　○　運搬時やむを得ず破砕又は切断が必要な場合には、飛散しないように、散水等により十分に湿潤化した

上で、積込みに必要な最小限度の破砕又は切断を行うこと。

　　○　帳簿には石綿含有産業廃棄物に係る記載を行うこと。

　⑶　処分又は再生

　　○　飛散防止のため、破砕又は切断は原則禁止。

　　○　他の廃棄物と混合されて破砕又は切断が行われないよう、区分して保管すること。

　　○　処分又は再生の方法は、許可を受けた溶融施設での溶融処理又は認定を受けた者が行う無害化処理によ

ること。

　　○　帳簿には石綿含有産業廃棄物に係る記載を行うこと。

　⑷　埋立処分

　　○　一定の場所において、かつ分散しないように行うこと。

　　○　表面を土砂で覆う等、飛散又は流出しないよう必要な措置を講ずること。

　　○　転圧する場合は、重機が直接埋立対象物の上に載ることのないよう覆土した後に行うこと。

　　○　１日の作業終了後、埋立面の上面を覆土すること。

　　○　帳簿には石綿含有産業廃棄物に係る記載を行うこと。

　　○　最終処分場の設置者は、石綿含有産業廃棄物が埋め立てられている位置を示す図面を作成し、永久保存

すること。

石綿含有産業廃棄物とは （規第７条の２の３）

石綿含有産業廃棄物を適正処理するために以下のことに注意してください。

※�　これらのほか環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部が作成した「石綿含有廃棄物等処理マニュアル
（第２版）」（平成2３年３月）も参照してください。
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（2）建設工事関係者の役割分担

建設工事においては、元請業者が排出事業者としての処理責任を負います。

建設系廃棄物を適正に処理するためには、元請業者だけでなく、発注者、下請業者、処理業

者などの関係者がそれぞれの立場に応じて責務を果たすことが大切です。

１�．発注者は、廃棄物の発生抑制、

再利用等を考慮した設計に努める

とともに処理条件を明示する。

①解体前の残置された廃棄物を適正に
処理する。
②建設系廃棄物の処理方法、処分場所
等処理に関する条件、再生処理施設
に搬入する条件等を設計図書に明示
する。
③企画設計段階で建設系廃棄物の発生
抑制及び再利用、再生資材の活用を
推進する。
④処理内容に見合う処理費用を設計費
に入れ、支出する。
⑤工事中及び工事終了時の廃棄物の処
理を指導し、確認する。

３．元請業者は自らの責任において

適正処理を行うとともに廃棄物の

発生抑制、再生利用等による減量

化並びに再生資材の活用を積極的

に図るほか、排出事業者としての

役割を履行する。

廃棄物の取扱方法を定め、教育、啓発
等により従業員や関係者等に周知徹底

①元請業者が中心となって、発注者－元請
業者－下請業者－処理業者の間の協力体
制を整備し、円滑に運営する。
②廃棄物の処理方法を記載した施工計画書
を提出する。
③廃棄物の性状や処理方法を把握する。
④廃棄物の処理結果を報告する。
⑤マニフェスト及び処理実績を整理して記
録保存する。

建設系廃棄物の処理責任は、排出事業者

である元請業者にあります。

❶廃棄物処理方法を
協議する。

❷下請業者任せにしな
い。（直接委託契約
締結）

❸種類ごとの分
別を図る。

❶元請業者に廃棄物
の内容を事前に知
らせる。

❶収集運搬業者は
処分先の指示を
受ける。
❷マニフェストにより、
確認し処理結果を報
告する。
❸処理料金は、元請
業者に請求する。

❹マニフェスト及び
処理実績を帳簿に
記載し保存する。

❷廃棄物の取扱いにつ
いて、指示を受ける。

❸廃棄物の処理方針を
理解し、分別方法等
について作業員に周
知徹底させる。

❶処理契約を締結する。

❷マニフェストを使用
する。
❸分別排出を原則とし、分
別物の回収、分別容器等
について協議する。

下請業者が廃棄物を
処理する場合は、処
理業の許可が必要に
なります。（一部例
外を除く）

破砕 再生資材

元請業者の指定した処理業者に渡す。

コンクリートがら等
処理業者

下請業者

元請業者

発注者

設計者

２．設計者は発注者の意

向に沿って発生抑制、

再生利用等を考慮した

設計に努め、１の①～

⑤を実施するなど廃棄

物の適正処理に関して

発注者に助言する。
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建設工事に伴い発生する（特別管理）産業廃棄物の保管届出について（法第12条、法第12条の2）
　事業者が事業場外で建設工事に伴い発生する産業廃棄物を保管する場合は、事前に県（保管場所が青森市内で
ある場合は青森市、八戸市内である場合は八戸市）に届出する必要があります。

　⑴　届出対象となる廃棄物（規第８条の２、規第８条の１３の２）

　　　建設工事に伴い発生する（特別管理）産業廃棄物

　⑵　届出対象となる保管場所（規第８条の２の２、規第８条の１３の３）

　　　面積が３００㎡以上の保管場所

　　　※�ただし、産業廃棄物処理業者の事業の用に供する施設及び産業廃棄物処理施設において行われる保管並

びにＰＣＢ廃棄物の保管については、この制度による届出義務から除外されます。

　⑶　届出先

　　�　保管場所を管轄する環境管理部（保管場所が青森市内である場合は青森市廃棄物対策課、八戸市内である

場合は八戸市環境保全課）

　⑷　届出事項

　　　・氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

　　　・保管の場所に関する次に掲げる事項

　　　　イ　所在地

　　　　ロ　面積

　　　　ハ　保管する（特別管理）産業廃棄物の種類

　　　　ニ　積替えのための保管上限又は処分等のための保管上限

　　　　ホ�　屋外において（特別管理）産業廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあっては、その旨及び廃棄

物処理法施行規則第１条の６の規定の例（Ｐ１４参照）による高さのうち最高のもの。

　　　・保管の開始年月日

　⑸　添付書類

　　　・届出をしようとする者が保管の場所を使用する権原を有することを証する書類

　　　・保管の場所の平面図及び付近の見取図

　　※産業廃棄物と特別管理産業廃棄物それぞれについて、届出が必要です。

　　※��保管が非常災害のために必要な応急措置として行われる場合は、保管を行った日から１４日以内に届出が必

要です。

　　※届出内容を変更するときも事前に変更の届出が必要です。

　　※保管をやめたときは、３０日以内に廃止の届出が必要です。

建設工事に伴い発生する廃棄物の処理責任の元請業者への一元化について（法第21条の3）
　⑴　建設工事に伴い発生する廃棄物については、元請業者が排出事業者となります。

　⑵�　下請業者が建設工事現場内で運搬されるまでの間、産業廃棄物の保管を行う場合は、下請業者も排出事業

者とみなされ、産業廃棄物保管基準等が適用されます。

　⑶�　建設工事に係る書面による請負契約で定めるところにより、下請業者が自ら当該工事から発生する廃棄物

の運搬を行う場合は、下請業者が当該廃棄物の排出事業者とみなされます。

　　　ただし、次のいずれにも該当する廃棄物に限られます。

　　①特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物ではないこと。

　　②次のア、イのいずれかに該当する建設工事から発生する廃棄物であること。

　　　ア�　建設工事（建設物等の全部又は一部を解体する工事及び建築物等に係る新築又は増築の工事を除く。）

であって、その請負代金の額が５００万円以下であるもの。

　　　イ�　引渡しされた建築物等の瑕疵の修補に関する工事であって、これを請負人に施工させることとした場

合における適正な請負代金相当額が５００万円以下であるもの。

　　③次のア～ウのように運搬される廃棄物であること。

　　　ア　一回あたりに運搬される量が１㎥以下であることが明らかとなるよう区分して運搬されるもの。

　　　イ�　当該廃棄物を生じる事業場の所在地の属する都道府県又は当該都道府県に隣接する都道府県の区域内

に存する施設（元請業者が所有権又は使用権原を有するものに限る。）に運搬されるもの。

　　　ウ　運搬途中において保管が行われないもの。

　⑷�　下請業者が廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、当該下請業者に委託基準及びマニフェスト

交付義務等が適用されます。（これについては、下請業者が不適正な委託を行わないように規制を課すもの

であり、下請業者が廃棄物の処理を委託することを推奨するものではありません。）
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（3）廃棄物の処理計画を立てましょう

　排出事業者（元請業者）は建設系廃棄物を適正かつ計画的に処理するために社内管理体制の整備、

処理計画の作成に努め、関係者に対し必要事項を周知するとともに、適正な処理方法等について指導

する必要があります。

　社内管理体制の整備
　　本店及び作業所（現場）における関係者の責務と役割を明確にしましょう。

　　　本店・・・廃棄物の処理方針、処理マニュアル等を定め、長期的、計画的な処理・管理に努める。

　　　�廃棄物処理総括責任者を置き、建設系廃棄物に関する作業所（現場）の指導、下請業者の指導・

育成、処理委託等、以下の業務を行う。

　　　　�①処理方針の決定　②管理組織の整備　③管理規程・処理マニュアルの整備　④職員・下請業

者の教育、啓発　⑤法令、行政庁の指導内容等の周知　⑥処理業者・再資源化施設の調査、選

定　⑦処理委託（基本）契約の締結　⑧作業所（現場）実務の支援・指導　⑨処理実績の集計、記録

の保存把握

　　　作業所（現場）・・・廃棄物処理責任者を定め、処理状況の確認等建設系廃棄物の適正管理を行う。

　　　　�①作業所（現場）における処理方針の策定　②廃棄物処理計画の策定　③処理委託契約の締結

（権限のある場合）④マニフェストの交付・管理　⑤処理業者の監督　⑥処理状況の確認　⑦

処理実績の記録、本店への報告　⑧下請業者の監督指導

　処理の記録、保存
　�　事業者は廃棄物の適正な管理及び再生利用等による減量化の目標設定（達成）のために、作業所に

おける処理実績を把握することが大切です。建設系廃棄物処理実績報告書を作成し処理の実績を記録

するとともに、委託処理した場合の委託契約書及びマニフェストを整理保存しましょう。

　【建設系廃棄物処理実績報告書の記載内容】

　　建設系廃棄物の種類、運搬年月日、運搬者、処分年月日、処分者、処分場所、処分方法、処分量等

　現場における処理計画
　�　建設系廃棄物は多種多様なものが含まれますが、工法の工夫により発生の抑制が可能であり、個別

の種類ごとに分ければ再生利用が可能な物も多くあります。現場には廃棄物処理責任者をおき、発生

する廃棄物の性状、量の把握に努め、種類ごとに分別し、再生利用や減量化を図り、保管や収集運

搬・処理が適正に行われるよう具体的な処理計画をつくりましょう。

建設系廃棄物の再生利用や減量化を積極的に行いましょう。

分ければ「資源」
混ぜれば「ゴミ」

建設廃棄物

処　理　計　画
（再生利用の推進）中間処理

分別

再生利用
（例）
がれき類は破砕、粒度調整を行い
路盤材、舗装材等に利用。
木くずは破砕しチップ、ボード原
料、燃料等に利用。

減 量 化
（例）
汚泥は流動性がなくなるまで脱水、
乾燥等の処理を行う。
木くずは再利用できないものは焼
却施設で焼却する。

最終処分

処分基準に従い適正な処理を行う。
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　　　①　建設系廃棄物の発生量の予測
　　　　�　建設系廃棄物の発生量は、工事種類別の廃棄物発生量原単位などを参考とし、作業所（現場）の実情

（用途、構造、規模等）を考慮して予測します。

　　　　１）建設工事における廃棄物

　　　　　�　建設工事に伴い発生する廃棄物は、建築用の用途別、構造別発生量の原単位に延べ床面積を乗じて

予測する方法があります。

　　　　２）解体工事における廃棄物

　　　　　�　解体工事に伴い発生する廃棄物は、建築物の構造別発生量の原単位に除去面積を乗じて予測する方

法があります。

　　　　３）建設汚泥

　　　　　�　基礎工事等から発生する建設汚泥については、設計図書、地盤調査、施工方法等により建設汚泥の

量を予測します。

　　　②　処理方法の選定
　　　　�　廃棄物の処理に際しては、適切な処理が行われるよう発生する廃棄物の量・性状、作業所（現場）の

立地条件、地域の廃棄物処理施設の設置状況等を把握した上で、処理方法を選定し、その処分方法、処

分先に応じて、作業所（現場）において、適切に分別するよう処理計画を立てることが大切です。

　　　③　廃棄物処理計画書
　　　　１）工事概要

　　　　　ア　工事名称、工事場所、工期

　　　　　イ　発注者名、設計者名、作業所長名、廃棄物処理責任者名

　　　　　ウ　工事数量

　　　　　エ　解体工事、基礎工事等の請負業者名

　　　　２）建設系廃棄物の種類・発生量とその保管、収集運搬、再生利用、中間処理、最終処分の方法等

　　　　３�）再生利用する廃棄物の種類、再生利用量、利用用途、利用のために中間処理が必要な場合はその方

法、施工方法等

　　　　４�）他の排出業者が排出する廃棄物を建設資材として再生利用する場合には、産業廃棄物処分業（中間

処理）の取得等法的手続の方法

　　　　５）委託処理

　　　　　◦収集運搬業者（積替・保管を含む）の許可番号、事業の範囲、許可期限等
　　　　　◦中間処理業者、最終処分業者の許可番号、事業の範囲、許可期限等
　　　　　◦処分施設の現地確認方法
　　　　６）添付書類

　　　　　◦産業廃棄物処理委託契約書
　　　　　◦処理業者の許可証（写し）
　　　　�　なお、再生資源の利用の促進に関する法律においては、一定規模以上の工事について再生資源利用計

画を作成するとともに、実施状況を把握して、工事完成後１年間保存することが義務付けられています

ので留意してください。

　　　　※その他、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律等、関係法令を遵守してください。
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代表的な契約形態における排出事業者（例）
①通常の場合 ②分離発注の場合

発
　
注
　
者

建 設 業 者
（元請業者）

一　次　下　請
（解体工事）

一　次　下　請
（杭工事）

一　次　下　請
（設備工事）

一　次　下　請
（型枠工事）

二　次　下　請

＝

排出事業者

発
　
注
　
者

建設会社Ａ社

建設会社Ｂ社

＝

排出事業者

＝

排出事業者

一　次　下　請

一　次　下　請

二　次　下　請

一　次　下　請

一　次　下　請

二　次　下　請

一　次　下　請

建設副産物＝Ⓐ＋Ⓑ＋Ⓒ

保管場所の区画の例建設副産物、再生資源と建設系廃棄物の関係

建設系廃棄物の分別表示と品目（例）

Ａ処分場行
（管理型）

Ｄ中間処理場行
（破砕）

Ｂ処分場行
（安定型）

Ｃ中間処理場行
（焼却）

→
搬
出

←
搬
入

※雨水対策を講じること

改良汚泥の土質材料としての品質区分と品質
基準値

� 基準値
区分

コーン指数
ｑｃ（ｋＮ／㎡） 備　　　　　考

第１種処理土 － 固結強度が高く礫、砂状を呈するもの
第２種処理土 800以上
第３種処理土 400以上
第４種処理土 200以上

　建設汚泥の再生利用については、次の通知等も参考に

してください。

・「建設工事から生ずる廃棄物の適正処理について」

　（平成2３年３月３０日環廃産第１１０３2９００４号）

・「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」

　（平成１７年７月2５日環廃産発第０５０７2５００2号）

・「建設汚泥の再生利用に関するガイドライン」

　（平成１8年国土交通省）

・「建設汚泥処理土利用技術基準」

　（平成１8年国土交通省）

そのまま原材料
となるもの

指定副産物

・建設発生土

・有価物

原材料として利用
が不可能なもの　

・有害・危険なも
の等

Ⓐ Ⓒ

原材料として利用
可能性があるもの

指定副産物

・コンクリート塊
・アスファルト・コンクリート塊
・建設発生木材

建設汚泥等
Ⓑ

再生資源
（リサイクル法） 建設系廃棄物

（廃棄物処理法）
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（４）建設資材廃棄物の引渡完了報告制度について

・背 景
　�　建設リサイクル法では、対象建設工事の

発注者に対し、工事着手前の特定行政庁へ

の分別解体の計画などの届出を義務付ける

とともに、元請業者に対しては、工事によ

り排出された特定建設資材廃棄物の再資源

化等が完了後、発注者へ報告することを義

務付けています。

　�　しかし、建設リサイクル法では、対象建

設工事終了後に行政に報告する仕組みとは

なっておらず、工事により発生した廃棄物

が適正に処理されたかどうかを確認できな

い状況にあり、実際、自社所有地等で廃棄

物処理法上の処理基準等を満たさずに廃棄物を野積みしていたり、不法投棄が行われたりしている例が

散見されています。

　�　そこで、建設工事に係る排出事業者である元請業者等が建設資材廃棄物を（特別管理）産業廃棄物処

分業者に引き渡したことを報告していただき、行政において建設資材廃棄物が適正に処理されたことを

確認することにより、廃棄物の不適正処理の未然防止と、早期発見を目途として、本制度を制定したも

のです。

・制度の概要
　�　対象建設工事の元請業者又は自主施工者は、当該工事において発生した建設資材廃棄物（建設資材が

廃棄物となったもの）について、（特別管理）産業廃棄物処分業者への引渡しを完了した日から20�日以

内に、県（青森市の区域内で施工された工事に係るものは青森市、八戸市の区域内で施工された工事に

係るものは八戸市）に報告する必要があります。

　�　正当な理由がなく報告書が提出されない場合、催告や廃棄物処理法に基づく報告の徴収の対象となる

ことがありますので、速やかに報告書を提出するようにしましょう。

区　　　分 内　　　　　容

報 告 対 象 工 事

建設リサイクル法に規定する次の対象建設工事（公共工事を除く。）
工　事　内　容 規　　　模

建築物の解体工事 床面積の合計が80㎡以上
建築物の新築・増築工事 床面積の合計が500㎡以上
建築物のリフォーム工事等 請負代金が１億円以上
その他の工作物の新築・増築工事、土木工事等 請負代金が500万円以上

報告書の提出先 工事現場の所在地を管轄する環境管理部
（青森市及び八戸市の区域内で施工された工事に係るものについてはそれぞれの市）

添 付 書 類

　運搬終了（処分業者への引渡し）に係るマニフェスト（B２票）の写し又はこれ
に相当する電子マニフェストの通知等を印刷した書面。
　ただし、元請業者又は自主施工者が自ら廃棄物を運搬したときは、廃棄物処理法
の規定により運搬時に備え付けることとされている書面の写しを添付すること。（当
該書面の代わりにマニフェストを使用している場合は、マニフェストの写しの添付
で可）

制度の施行期日 平成29年４月１日
（同日以後に処分業者への廃棄物の引渡しが完了したものについて適用）

⑤

①～⑥

⑦

⑦ 報告

④́

⑥

① 書面説明
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（「廃プラスチック類」や「金属くず」、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」等も含めて記載してください。）

提出日（郵送の場合は発送日）

を記載してください。

報告者の住所、氏名 （法

人にあっては名称及び代

表者氏名）、電話番号を記

載してください。（押印も

お願いします。）

工事名を記載

してください。

工事現場の所在地を

記載してください。

基本的に

建設リサ

イクル法

の届出と

同じ内容

となりま

す。

該当する工事の種類

に✔し、工事の規模

（床面積の合計又は

請負代金）を記載し

てください。

建設リサイクル法の届出書が受

理された年月日と受理番号を記

載してください。

建設リサイクル法の届出書の

提出先に✔してください。

工事で排出された全ての建設

資材廃棄物を引き渡した日を

記載してください。

添付書類を✔してください。

 （複数の種類の書類を添付し

た場合は全てに✔）

運搬業者を記載してください。

（自己運搬の場合は「自己運搬」

と記載してください。）

引渡し先の処分業者及び処分

事業場の所在地を記載してく

ださい。（元請業者が自ら処分

を行う場合は、「自己処分」と記

載し、処分事業場の所在地を記

載してください。）

処分業者に引き渡した量（自己

処分の場合は自社処理施設に

搬入した量）を記載し、単位を

○で囲んでください。

該当するものに✔してください。
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（５）青森県建設系廃棄物適正処理推進行動指針について
・策定の経緯
　本県における、産業廃棄物の不法投棄等の6割以上が建設・解体工事に伴い排出される建設系廃棄物に

よるものです。

　建設系廃棄物の不法投棄等を抑止するため、建設系廃棄物の発生から処理までの各段階において、建設・

解体工事の発注者、元請業者、産業廃棄物処理業者、行政及び県民の各主体が自ら取り組むべき事項を明

らかにした「青森県建設系廃棄物適正処理推進行動指針」を平成３０年１2月に策定しました。

・目標

　　 ※�大規模な不法投棄とは、環境省が公表している１０トン以上の不法投棄とし、不適正保管や野焼きは含みません。

・概要

・進行管理
　本指針は、建設系廃棄物の排出・処理等に関係する業界団体、建築主事を置く市（青森市、弘前市及び

八戸市）の建設部局及び環境部局並びに県の建設部局及び環境部局とで構成される�「青森県建設系廃棄物

適正処理推進会議」�において協議及び検討を行い、本会議が策定したものです。

　指針の進行管理は、本会議において、各主体における取組の実施状況等を確認するとともに、目標にむ

けて取り組んでいくこととしています。

※青森県建設系廃棄物適正処理推進会議委員

(一社)青森県産業廃棄物協会専務理事 (公社)青森県宅地建物取引業協会会長

(一社)青森県解体工事業協会会長 青森市�都市整備部建築指導課長、環境部廃棄物対策課長

(一社)青森県建設業協会専務理事 弘前市�建設部建築指導課長、都市環境部環境管理課長

(一社)青森県建築士事務所協会会長 八戸市�都市整備部建築指導課長、環境部環境保全課長

青森県優良住宅協会会長 青森県�県土整備部整備企画課長、建築住宅課長、
　　　�環境生活部環境保全課長

【指針本文：青森県庁ホームページhttp://www.pref.aomori.lg.jp/nature/kankyo/kenpaisisin.html】

　建設系廃棄物の大規模な不法投棄※について、概ね１０年以内の撲滅に向け、建設系廃棄物

の適正処理を推進する。

青森県建設系廃棄物適正処理推進行動指針の概要

Ⅰ　策定の趣旨

Ⅳ�　建設系廃棄物の適正処理の
推進に向けた課題

Ⅱ　現　状

Ⅴ�　建設系廃棄物の適正処理の推進に向けた
各主体に求められる取組

Ⅲ　目標と進行管理
　本県の豊かな自然環境を保全し、将来の
世代へ継承するため、県民・事業者・行政
が一体となって持続可能な循環型社会を構
築することが求められている。
　その一方で、産業廃棄物の不適正処理は
依然として後を絶たず、中でも、不法投棄
については建設系廃棄物の割合が大きく、
適正処理の推進が喫緊の課題となっている
ところ。
　本指針は、建設系廃棄物の適正処理の推
進のため、その発生から処理までの間に関
係する各主体が取り組むべき事項を明らか
にし、取組の促進を図るもの。

１　産業廃棄物の処理状況

　建設業からの産業廃棄物の排出量及び最
終処分量が増加
※Ｈ25年度　1,145千トン、全体の38.8％
（Ｈ20年度比で5.7％増加）

２　建設工事の状況

　平成25年度が高水準となった後、平成26
年度以降は、ほぼ横ばいで推移

３　産業廃棄物の不法投棄等の状況

　大規模な不法投棄等の６割以上が建設系
廃棄物によるもの

１　建設系廃棄物の排出量等の増加

　・�環境負荷低減のため建設系廃棄物最終処分
量の減量が必要

２　適正処理の推進

　・�関係法令や環境に対する認識が不十分な事
業者が存在

　・不法投棄防止対策の一層の強化が必要

３　持続可能な処理体制の構築

　・産業廃棄物処理業者の体制強化
　・産業廃棄物処理業界の人材確保・人材育成

４　各主体の連携と情報共有

　・�建設系廃棄物適正処理のため各主体の連携
強化及び情報共有

１　建設系廃棄物の排出量等の増加

　・�発注者及び事業者における排出量抑制と再資源化等による最終処分量の減量
　・元請業者における適正処理など排出事業者としての責務の履行

２　適正処理の推進

　・�事業者における関係法令に則った建設・解体工事の施工と知識の習得
　・�県及び中核市と事業者等が連携・協力した不法投棄等防止対策と連携の強化

３　持続可能な処理体制の構築

　・�産業廃棄物処理業者に対する県及び中核市からの適切な助言と指導
　・�関係団体による産業廃棄物処理業者に対する技術習得や人材育成の支援

４　各主体の連携と情報共有

　・�事業者間の連絡・調整や県民の環境保全活動による不法投棄等の未然防止
　・�元請業者が産業廃棄物処理業者を適正に選定するための情報共有

【策定主体：青森県建設系廃棄物適正処理推進会議】

１　目標

　「建設系廃棄物の大規模な不法投棄につ
いて、概ね10年以内の撲滅に向け、建設系
廃棄物の適正処理を推進する。」

２　本指針の進行管理

　建設系廃棄物の適正処理推進に向けた方
策の協議・検討を目的に設置した「青森県
建設系廃棄物適正処理推進会議」において、
各主体の取組状況等を確認し、目標に向け
て取り組む。


